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外来種被害防止行動計画および侵略的外来種リストに関する意見 
 

ＷＷＦジャパン 
草刈秀紀 

 
【全般】 
○二つの会議体の整合性が不可欠。 
 現在「外来種被害防止行動計画策定会議」および「愛知目標達成のための侵略的外来種リスト

作成会議」が同時並行的に行われている。しかしながら、両会議の整合性が取れていない。優先

すべき外来生物に基づいて被害防止行動計画が立てられるべき。 
 
【外来種被害防止行動計画（仮称）素案について】 
○外来種対策の理解と協力を得るための普及啓発と教育の推進（１８頁） 
 外来生物問題に関する教育は、保育園や幼稚園などの段階から始めるべきである。また、１８

頁２８行の「環境省、農林水産省、国土交通省、地方自治体、動物園・水族館・植物園、民間団

体等」に企業や事業者を含めるべきである。同様に１９頁２１行「第二段階」に企業や事業者を

加えると共に、例えば安易な植林活動などについても注意すべきである。 
○防除に関する担い手の育成 
 第２章 基本的な考え方及び行動指針（１８頁）、第３章 国による具体的な行動（４５頁）に新

たに防除に関する担い手や団体の育成に関する項目を加えるべきである。 
○他の法令との連携、協力、切り分けについて 
 鳥獣保護法に基づく鳥獣被害対策と外来生物問題における根絶対策との切り分けなど整理して

おく必要がある。 
○文部科学省との連携協力について 
図７、各主体の連携・協力について国の中に文部科学省を加えるべき。また、普及啓発、教育

についても文部科学省の役割は重要と考える。 
○普及・啓発の教材開発について 
 外来生物普及啓発教材、トランプ型カードゲーム「ピンチくん」を環境省と共に作成した。今

般、侵略的外来種リストが作成されるに当たって、改訂版の「ピンチくん」について検討願いた

い。 
 
【侵略的外来種リストについて】 
○外来種被害防止行動計画（仮称）素案には、予防原則に基づく考え方が明記されているが、侵略

的外来種リストの作成の基本方針には、予防的な観点からリスト作成する視点が欠けている。カエ

ルツボカビ症の時のように、国内に侵入したことが確認されてから対処するのではなく、未侵入の

種についても予防的な観点から対応すべき種のリストがあっても良いのではないか？ 
以上。 
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外来種被害防止行動計画・侵略的外来種リストに関する意見交換会要旨 

 
                        生物多様性ＪＡＰＡＮ 川道美枝子 

                                    

chipmunk@h5.dion.ne.jp  www.bdnj.org 

１． 被害の大きい種選定 

特に、緊急に必要なのは、近年顕著な拡大と個体数増加傾向のあるハクビシンを特定外来

種に指定することである（ハクビシンの実態については、資料１．東京都のアライグマと

ハクビシン参照）。 

① ハクビシンは明治時代以前に日本にいた可能性が示唆されていることから、明治以前

にいた可能性のある種も選定対象とする。 

② ハクビシンが在来種であるかどうかの議論があるが、それについての調査を行う。 

 

２． すでに重大な被害を及ぼしている特定外来種と近縁の種が輸入されていることで、将来の

危険が考えられるので、科レベルの選定が必要 

① キンカジューはアライグマ科に属し、人を噛む事件も多い。日本にもペットとして輸

入されているが、アライグマの被害を考えるとキンカジューも将来の危険が考えられ

る。科レベルでの指定が必要である。 

② ハクビシンと近縁の種が飼育され、最近逃げ出したことが報道されている（資料２）。

ハクビシンの被害を考えるとジャコウネコ科全体を指定する必要がある。 

 

３． 公衆衛生を考慮に入れた種選定 

① ハクビシンはＥ型肝炎、レプトスピラ等の抗体反応が確認されている。人家の天井裏

に入り込むなど、人やペットとの接触の可能性が多いことから、指定の緊急性がある。 

② 資料３にあるように、日本に輸入されたアライグマ科のキンカジューからアライグマ

回虫が検出された。公衆衛生の側面から特定外来生物に指定すべきである。 

 

４． 特に植物については、在来植物の脅威となる外来生物の重要度評価を取り入れた選定が必

要 

① 生物多様性ＪＡＰＡＮは世界植物保全戦略への取り組みとして日本の植物保全をまと

めた。そこで目標10の「少なくとも、植物及び関連する生息地、生態系を脅かす100種

の主要な外来種に対する管理計画を実施する」ための「専門家アンケートによる在来

植物の脅威となる外来生物の重要度評価」をまとめた（資料４．）。この考え方を取

り入れた選定が必要と考える。 

② 植物の特性から考えて、地域別の特定外来種の指定も必要である。 

 

５． 種指定に伴い、飼育放棄される個体の増加が考えられるので、種指定に際して、受け入れ

窓口などの設置を考慮することが必要 
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資料２． 
．産経新聞 9月21日(土)16時41分配信からの引用ペットのハクビシンが脱走 かみつくので気をつけ

て 神戸市灘区 

１７日に捕獲されたハクビシン（灘署提供）（写真：産経新聞） 

 神戸市灘区の民家からハクビシン１匹が逃げたことが２０日分かり、灘署が注意を呼びかけ
ている。 
 同署によると、１７日午前１１時ごろ、同区浜田町の男性（６１）が、自宅で飼っているハ
クビシン２匹が逃げたことに気づいた。１９日に同署に相談したところ、１匹が約１キロ離れ
た民家で捕獲されていたことが判明したが、もう１匹の行方は分からないという。 
同署は「かみつくことがあるので、見つけても触らずに通報してほしい」としている。 

（川道注：顔の模様等からこの個体はハクビシンではないが、同じジャコウネコ科の動物
と考えられる） 
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2007 年以降における酪農学園大学野生動物医学センターを

拠点として実施された北海道産アライグマにおける感染病

原体の疫学調査概要 
 
はじめに 

1995 年以降、我々は外来種アライグマ (Procyon lotor) の感染病原体の疫

学調査を実施し、多様な報告を実施してきた。特に、2004 年、酪農学園大

学動物病院構内に大学院附属施設として野生動物医学センター（以下、

WAMC）設立が契機に、より一層の多様な研究展開が可能となった。そこ

で、いったん、研究総括を行い、今後の方向性を提示した（浅川・池田, 2007）。  
その後も、文部科学省戦略的研究拠点形成支援事業助成(酪農学園大学大

学院)などを受け、継続的に疫学調査が行われた。なお、2007 年以降から

2009 年までに WAMC に搬入されたアライグマの時期・場所・個体数など

はこの動物の標本カタログ第 2 集（浅川,2009a）で明示されたので参照され

たい（それ以降の情報は未刊行）。 
今回は、2007 年から 2012 年までに実施（刊行）された研究概要を紹介

する。2011 年から翌年にかけ、いくつかの医学系および保全生態学系の特

別講演などのため、再度、まとめる必要があったからである（浅川 , 
2012a,b,d,e）。紙面の関係から本拙稿で引用するものは浅川・池田（2007）
で扱った文献を再録せず、原則として 2007 年以降に刊行された論文・解説

類を扱った。この中には MHC 遺伝子や化学汚染物質の分析に関するもの

もあったが（高田ら,2007; Someya et al., 2007）、感染病原体関連のみとし、

その項目立ては浅川・池田（2007）に準じた。なお、本稿の内容は日本哺

乳類学会 2012 年度大会（麻布大学）のポスター発表で提示した。 

 

蠕虫 

 
 まず、前回同様、野外の個体ではアライグマ蛔虫 Baylisascaris procyonis の寄

生は認められなかった。道内では新たな生息地となった十勝地方でも北海道

立総合研究機構畜産試験場および帯広畜産大学と共同で調べているが、こ
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れらの個体からも見つからない。これまでに調査で扱った北海道産アライグ

マの検体数は 3000 を越した。また、本州以南の他大学の研究班でもこの蛔虫を

調べ、やはり未検出である。我々と彼らのものすべて併せると、国内では 5000
個体以上のアライグマが調べられたことになる。しかし、これをもって、不在

とすることは出来ない。当初のような緊急性は必ずしも必要ではないとしても、

継続的モニタリングは実施したい。なお、某水族館に輸入されたキンカジュー

Potos flavus から、当該館の検疫中に多量のアライグマ蛔虫が排出された事例は

記憶に新しい。当該館の獣医師を筆頭にした原著論文は投稿中であるが、緊急

性もあり浅川（2012a,e）でも簡単に紹介したので参照されたい。 
アライグマ蛔虫は未検出であるが、重要な病原蠕虫として、旋毛虫 Trichinella 

sp.の情報が追加された。捕獲したアライグマの骨格筋を燻製にして、ヒトが食

用にしたという情報を耳にするが、浅川・池田（2007）でも紹介したように、

北海道のアライグマにはヒトと動物の共通寄生虫である旋毛虫の筋内被嚢幼

虫が寄生する。これが寄生した生肉を喫食すると旋毛虫症に罹患する可能性を

積極的に啓発する必要があるが、その際、形態的な情報が有益であろう。この

点について、分子情報とともに刊行された（Kobayashi et al., 2011）。 
最近の調査としては、2009 年 7 月～2011 年 7 月に十勝地域（清水、新得）で

有害/学術捕獲されたアライグマ 51 個体（前述）について蠕虫検査をした結果、

鼠斜睾吸虫 Plagiorchis muris の高寄生率および寄生数が顕著であった。定着し

たばかりの十勝地方では、この吸虫の第二中間宿主であるヤゴ、ボウフラ、ヨ

コエビ、モノアラガイなどがおもな餌資源であり、多様な動物資源の利用は、

未だ途上中であることが想像された（橋本幸江氏＜現・名古屋市＞2011 年度卒

業論文より）。 
以上を含むアライグマを含む外来性哺乳類が保有する寄生蠕虫に関し指摘さ

れた諸問題は、全般的な宿主-寄生体関係の攪乱・複雑化とそのリスク管理につ

いては浅川（2008a）で解説を試みた。また、北海道の主幹産業の一つであるエ

コ・ツーリズムに的を絞っては Asakawa(2010)で紹介をしたので、興味ある方は

ご一報下されば PDF 版を送付したい。 
 

原虫・節足動物 

 
 日本初のアライグマにおけるセンコウヒゼンダニ Sarcoptes scabiei による疥癬

の症例報告が刊行され（佐鹿ら, 2009）、また、アライグマを含めた野生動物か

ら人へ感染する皮膚疾患について総説した（浅川・岡本, 2007）。 



資料３－４－④ 

3 
 

原虫類については、酪農学園大学獣医学類の実験動物学ユニット、石原智明

教授・平田晴之准教授およびその院生らが、血液原虫類 Babesia について精力

的に解析を進められている（Jinnai et al., 2009; 陣内ら, 2007）藤澤ら, 2006; 
Kawabuchi et al., 2005; 川渕ら, 2007) 。北海道のアライグマから分離された B. 
microti 様原虫は、宿主であるアライグマとともに米国から日本に移入されたも

のである可能性が高く、アライグマの野生化にともなってごく短い期間に日本

で新しく媒介ダニを得て完全な感染環を獲得し、日本に定着していると考えら

れている。なお、アライグマのみならず著者が扱った野生動物について、原虫

検索され、多くの大学院生・学生を育てられた石原教授は、2012 年度を最後に

定年退職されるご予定である。 
 

ウイルス・細菌 

 
 アライグマほか野生動物のウイルスの保有状況については、酪農学園大学獣

医学類の獣医ウイルス学ユニット、萩原克郎教授が関心を持って頂き、ボルナ

病ウイルス、E 型肝炎ウイルス、イヌジステンパーウイルスなどを検査されてい

る。特に、ボルナ病ウイルスはヒトを含む哺乳類ばかりか、鳥類にも感染し、

中枢神経症状を呈する感染症で、北海道産アライグマについては 549 個体分の

血清について ELISA 法およびウエスタン・ブロッテイング法により抗体検査が

行われ、11 個体（2.0％）で陽性反応を得た。また、脳サンプルについては RT-PCR
法によりウイルス RNA 検出も試みられ、その感染程度は家畜とほぼ同程度とい

う(Hagiwara et al., 2009)。アライグマにおけるイヌジステンパーウイルス感染は

本州で問題視されたが、北海道の個体を用いた血清検査では陰性であった。こ

れを実施したのは、萩原教授が卒論指導した岩尾一氏であった（現・新潟市水

族館）。これら以外のウイルス疫学調査としては、動物衛生研究所によるコロ

ナウイルス（Ishihara et al., 2009）、琉球大学による西ナイルウイルス（Saito et al., 
2011）の結果が公表された。 
細菌については、酪農学園大学獣医学類の菊池直哉教授が担当され、特に感

染症法（第四類）・家畜伝染病予防法（届出）に指定されるレプトスピラ菌

（Leptospira ）の保有状況を調べられた。これも最近になり刊行され（吉識ら、

2012）、その論文が獣医疫学会の 2011 年度論文賞が受賞されたほど評価された。 
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おわりに 

 
感染症は緊急性を伴う問題だが、それが科学的な記録として残される手

段は、他の自然科学と同様に、刊行(publish)である。そして、刊行は概して

時間がかかることも同様である。現段階での未刊行状態の情報である数多

の学会口頭報告や未刊行の課程博士論文・卒業論文などは、WAMC の各年

度報告（浅川 ,2008b,2009b,2010b,2011,2012c）あるいは雑文（浅川,2010a）
に簡単に記しているので、そちらを参照頂きたい（必要ならば PDF 版をお

送りするのでご一報願いたい）。繰り返すが、病原体や疫学を扱う研究者

にとっても、公表が生命線となるが、情報それ自体は緊急性を伴うことが

多い。研究者としてのオリジナリテイを保証しつつ、報道などによるその

侵害を防止する手段があれば、より一層、安心して野生動物の疾病研究の

展開が可能となろう。 
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専門家アンケートによる在来植物の脅威となる外来生物の重要度評価 

 

小池文人（横浜国立大学），小出可能（自然環境研究センター），西田智子（農業環境技術研究所），川道美枝子

（生物多様性 JAPAN） 

 

１．はじめに 

絶滅危惧植物や保全すべき重要な植物群集の中には，外来生物（植物や動物，寄生生物）の影響を無視できな

いものもある． 西暦 2010 年に見直しがある生物多様性条約の下で，植物の多様性保全をあつかった世界植物

保全戦略（Global Strategy for Plant Conservation）の中には数値目標を含めた 16 個の行動目標が示されて

おり，日本における 2010 年時点での目標達成状況のレビューが求められている．この中で「目標 10」では，在

来植物の多様性にとって脅威となる少なくとも100種の外来生物に対して管理計画を立てることが求められてい

る（Global Strategy for Plant Conservation. http:// www. cbd. int/ gspc/ future.shtml）．日本において

は，重要な在来植物や重要な植物群集の保全にとって脅威となる重要な外来生物のリスト作成が十分に行われて

こなかったため，このアンケートによって専門家のコンセンサスを把握することをめざす． 

 本来であれば定量的・客観的な評価が望まれるが，リスク評価手法は研究途上であるため，現在の時点での主

観的なアンケートを行った． 

 

２．方法 

２．１ アンケート項目 

 外来生物が重要な在来植物に与える影響のなかで，光をめぐる資源競争や外来哺乳類の採食などの種特異性の

低いものは，特定の在来植物だけでなくハビタットや群集全体に影響を与える．このため，外来生物の影響はハ

ビタットや植物群集への影響として把握できる．脅威となる外来生物から重要なハビタットや植物群集を保全す

ることで，在来植物の保全を行うことができる． 

 それに対して近縁種との交雑や繁殖干渉，寄生などでは，特定の外来生物が特定の在来植物のみに影響を与え

る．この場合は保全すべき在来植物を特定し，その脅威となる特定の外来生物に対する対策を講じることになる． 

 このアンケートでは上記の２つのケースを分離した．ハビタットに対する脅威では，海洋島の植生，水生植物

群集，河原・崩壊地の貧栄養砂礫地，里山の二次草原，貧栄養湿地，砂浜海岸，高山植生，塩性湿地，雑木林・

都市林，極相林，低地岩場，海岸岩場，の１２ハビタットについて外来生物対策の重要性をアンケート調査した．

これらのハビタットにはそれぞれ保全すべき重要な在来植物が生育し，また植物群集も特有のものであり，種レ

ベルや群集レベルでの生物多様性にとって重要なものであると考えられ，これまでの特定群落調査でも取り上げ

られていることが多い（環境省 http:// www. biodic. go. jp/ kiso/ 12/ 12_ toku. html）．さらに，これら

の各ハビタットごとに脅威となる外来生物の種類をアンケート調査した． 

 特定の在来植物のみに脅威となる種特異性の高い外来生物については，被害を受ける在来植物に対する対策の

重要度と，影響を与える外来生物の脅威の大きさをそれぞれアンケート調査した． 

 

２．２ 調査対象と手順 

 アンケート調査の対象は日本国内の専門家であり，2009 年 11 月に生態学や農学関係者，地域の生物に関する

アマチュア研究者など 76 名に直接依頼したほか，帰化植物メーリングリスト(naturalplant)でも依頼した．日

本国内のなるべく多くの専門家を網羅するため，第1回目のアンケートでは自分以外の専門家の紹介も依頼した．
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この結果に基づき第 2 回目のアンケートでは，2010 年 1 月に新たに 66 名の専門家に追加アンケートを発送し，

また国内の生態学や進化学のメーリングリストである jeconet と evolve でも不特定の専門家にアンケートを依

頼した．  

 また評価対象とするハビタットや外来生物，保全対象の在来植物は，リストをアンケート中に掲載して評価を

求めた．第 1回と第 2回のアンケート共に，回答中で自由に追加できる構成としたが，第 1回の回答の中に記載

されたものの中から重要と思われるものをリストに追加して第 2回のアンケートを作成した（Appendix）．なお，

十分な知識や経験がない場合は欠損値とするように依頼した． 

 

２．３ 集計 

 ハビタットに対する対策の重要性や外来生物の脅威の大きさは，重要，普通，影響小，の 3段階とした．主観

的な調査であるため，回答者ごとに反応レベルが異なることが予想された．これに対応して重要度を数値化する

ために多変量解析を行った．回答者ごとにハビタットの重要度（あるいは脅威の大きさ）の１対１の比較表を作

成し，この表を全回答者で平均して得た行列の固有ベクトルとしてハビタットの重要度を得た．固有ベクトルは

長さを 1 として相対値化しているので，要素数（計算対象とする生物やハビタットの数）が多い場合には数値が

小さくなる．この解析方法では，下記の表１のような回答パターンが得られた場合の外来生物の重要度は 種１

＞種２＞種３ となる．なお５名以上の回答者による評価が得られた場合にのみ定量的な重要度の計算を行った． 

 

表１．アンケートの回答パターンの例． 

外来生物 回答者１ 回答者２ 回答者３ 回答者４ 

種１ 重要 普通   

種２  重要 普通 影響小 

種３   重要 普通 

 

３．結果と考察 

 第 1回のアンケートでは３８件の回答を得ることができ，第 2回と第 1回との合計で７４件の回答を得た．メ

ーリングリストに対する回答は少なく（11%），ほとんどの回答は直接依頼したものに対してであり，直接依頼に

対する回収率は 46%であった．日本の専門家の評価をほぼ反映していると考えられる． 

 

３．１ 在来植物のハビタットを保護するアプローチ 

３．１．１ 外来生物対策が必要なハビタット 

 外来生物に対する対策を取るべきハビタットとしては，小笠原諸島などの海洋島の植生が相対的にもっとも重

要であるとの結果が得られた．それに続いて重要とされるハビタットは水生植物群集と河原・崩壊地の貧栄養砂

礫地であり，里山の二次草原と貧栄養湿地，砂浜海岸は，さらにそれに続く重要性を持つとの結果になった．高

山植生，塩性湿地，雑木林・都市林，極相林，低地岩場の重要度は相対的に低いとみなされており，海岸岩場は

最も優先度が低いとの評価結果になった． 

 

表２．外来生物に対する対策が必要なハビタット．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が 1.0

になるように相対値化している． 

保全すべきハビタット 外来生物対策の重要性 評価を記入した 
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回答者数（74名中） 

海洋島の植生 0.353 33 

水生植物群集 0.337 43 

河原・崩壊地の貧栄養砂礫地 0.327 48 

里山の二次草原 0.306 52 

貧栄養湿地 0.294 30 

砂浜海岸 0.293 32 

高山植生 0.279 27 

塩性湿地 0.275 19 

雑木林・都市林 0.266 42 

極相林 0.256 29 

低地岩場 0.249 18 

海岸岩場 0.195 7 

 

３．１．２ 各ハビタットで問題となる外来生物 

３．１．２．１ 海洋島の植生 

 多くの固有植物が存在する小笠原諸島などの海洋島においては，ノヤギとアカギの脅威が大きいとの評価結果

が得られた．これに続くものはクマネズミ，モクマオウ，ギンネム，シマグワである．定量評価した中ではグリ

ーンアノールやランタナ，キバンジロウ，アフリカマイマイ，アワユキセンダングサ，リュウキュウマツ，ガジ

ュマル，ホナガソウ，カッコウアザミの影響は上記のものと比べて相対的に低いと見なされた． 

 重大な脅威であると評価された外来生物は哺乳類や極相林で優占する樹木であり，原生自然の生態系そのもの

を大きく変えてしまう外来生物である．二次林などに出現する中程度の樹高の陽樹の影響は中程度と評価され，

低木や草本はそれよりも影響が小さいと評価されていた． 

 なおグリーンアノールは植物を直接食害しないが，訪花昆虫などを捕食することで間接的に影響を与えている

と考えられる（苅部 2005）．リュウキュウマツは外来生物であるマツノザイセンチュウの松枯れにより，かつ

てほどの影響はない（友部・岡 2007）．ガジュマルは訪花昆虫が非意図的に導入されてしまったため近年にな

って結実を始め，樹上で発芽・成長していることが確認されていて，今後は大きな問題になると予想される（大

河内 私信）． 

 

表 3．海洋島の植生において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が 1.0

になるように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 

ノヤギ* 0.316 29 

アカギ 0.315 34 

クマネズミ* 0.288 22 

モクマオウ 0.285 29 

ギンネム B 0.283 34 
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シマグワ 0.273 24 

グリーンアノール*A 0.257 5 

ランタナ B 0.256 28 

キバンジロウ B 0.256 22 

アフリカマイマイ* 0.240 22 

アワユキセンダングサ B 0.225 21 

リュウキュウマツ 0.221 25 

ガジュマル 0.219 6 

ホナガソウ 0.216 23 

カッコウアザミ 0.184 18 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： デリス 3, セイロンベンイケイソウ 2, ジュズサンゴ 2, ヤハズカズ

ラ 2, シュロガヤツリ 2, アメリカハマグルマ（ウェーデリア）B 2, 外来 Ipomoea spp. B 1, ナピアグラス 1, 

外来 Phaseolus spp. 1, テリハボク（タマナ） 1, アカリファ 1, アメリカシロヒトリ* 1, ノブタ* 1, セイヨ

ウミツバチ* 1, ウマゴヤシ 1, チトセラン 1, シマスズメノヒエ 1, タケ類 1, センニチノゲイトウ 1, ヒメ

ギンネム 1, ムラサキカタバミ B 1, パパイヤ 1, バンジロウ 1, アカバナルリハコベ 1, ヤンバルツルハッカ 

1, タバコ 1, ローレルカズラ 1, オオアレチノギク B 1, コトブキギク 1, アオノリュウゼツラン 1, テッポ

ウユリ 1, ムラサキオモト 1, クロコウセンガヤ 1, タツノツメガヤ 1, ゲットウ 1, ノネコ* 1, プラナリア* 

1 

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．２ 水生植物群集 

 沈水植物などの水生植物は地域の生物多様性の中でも特殊な生活型をとる植物であり，大きな水系が存在しな

い地域ではこのタイプのハビタットが分布しないこともある．このような水生植物群集ではオオカナダモの影響

が最も大きいとの評価結果が得られた．ボタンウキクサ，オオフサモ，ホテイアオイ，コカナダモがそれにつぎ，

ナガエツルノゲイトウ，ミズヒマワリ，外来アカウキクサ，チクゴスズメノイヒエ，キシュウスズメノヒエ，ハ

ゴロモモ，ブラジルチドメグサ，オランダガラシは中程度の重要度を持つとされ，ナガバオモダカ，シュロガヤ

ツリ，キショウブ，園芸スイレン，アメリカミズユキノシタの重要度は相対的に低かった． 

 多くの場所で優占している沈水植物や浮遊植物の影響が大きく評価され，湿地の水辺種や分布域の狭い種の重

要度は相対的に低めに評価されていた．沈水植物群集は単一の外来植物が優占する場合が多いため，大きな脅威

であると評価されたと思われる． 

 

表 4．水生植物群集において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が 1.0

になるように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 

オオカナダモ B 0.270 41 

ボタンウキクサ A 0.264 36 

オオフサモ A 0.263 35 
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ホテイアオイ B 0.262 38 

コカナダモ B 0.260 40 

ナガエツルノゲイトウ A 0.254 28 

ミズヒマワリ A 0.247 26 

外来アカウキクサ A 0.245 34 

チクゴスズメノヒエ 0.243 21 

キシュウスズメノヒエ B 0.235 31 

ハゴロモモ B 0.226 26 

ブラジルチドメグサ A 0.224 19 

オランダガラシ B 0.224 37 

ナガバオモダカ B 0.214 19 

シュロガヤツリ 0.206 8 

キショウブ B 0.204 16 

園芸スイレン 0.191 31 

アメリカミズユキノシタ B 0.186 12 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： オオカワヂシャ A 3, メリケンガヤツリ B 2, オオオナモミ B 2, アメ

リカセンダングサ B 2, ホウキギク 1, ハス 1, ヌートリア*A 1, タケトアゼナ 1, オオバナイトタヌキモ 1, 

ウチダザリガニ*A 1, ウキアゼナ 1, アメリカアゼナ 1 

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．３ 河原・崩壊地の貧栄養砂礫地 

 河原や崩壊地などの貧栄養砂礫地にはカワラニガナやカワラノギクなど河原の砂礫地に特有の在来植物が生

育する．ここではニセアカシアとシナダレスズメガヤ，イタチハギ，オオキンケイギクが大きな脅威として評価

された．これに続くのはネズミムギ，シロバナシナガワハギ，ハルシャギク，ハルザキヤマガラシ，外来クサフ

ジ類であり，セイヨウカラシナ，ピラカンサ類，オオフタバムグラ，ムシトリナデシコ，ビロードモウズイカな

どは相対的に低く評価された． 

 貧栄養砂礫地で安定的に優占する外来植物の脅威が大きく評価されている．またオオフタバムグラ，ムシトリ

ナデシコ，ビロードモウズイカなど出現しても優占度が低い種は相対的に低く評価されているように見える． 

 

表 5．河原・崩壊地の貧栄養砂礫地において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の

値は二乗和が 1.0 になるように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 

ニセアカシア B 0.328 50 

シナダレスズメガヤ B 0.327 46 

イタチハギ B 0.308 19 

オオキンケイギク A 0.291 42 

ネズミムギ B 0.279 37 



資料３－４－⑤ 

6 
 

シロバナシナガワハギ 0.265 29 

ハルシャギク 0.264 9 

ハルザキヤマガラシ B 0.255 30 

外来クサフジ類 0.252 32 

セイヨウカラシナ 0.242 37 

ピラカンサ類 0.236 7 

オオフタバムグラ B 0.227 28 

ムシトリナデシコ 0.223 17 

ビロードモウズイカ 0.210 40 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： オオブタクサ B 4, アレチウリ A 3, キササゲ類 2, セイバンモロコ

シ 1, コセンダングサ（アワユキセンダングサ類）B 1, セイタカアワダチソウ B 1, ナギナタガヤ 1, ナルトサ

ワギク A 1, メマツヨイグサ B 1, ヒメムカシヨムギ B 1, ブタクサ B 1, 外来 Chenopodium 1, 外来 Agrostis 1, 

Verbena spp. 1, ノゲイトウ 1, マンテマ 1, ナガミヒナゲシ 1, ニワウルシ 1, ナンキンハゼ 1, ヒゲナガス

ズメノチャヒキ 1, オニウシノケグサ B 1, フサフジウツギ 1  

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．４ 里山の二次草原 

 火入れや刈り取りで維持されるオキナグサやキキョウなどが生育する里山の二次草地に関するアンケートで

は，アレチウリ，セイタカアワダチソウ，オオブタクサ，オオハンゴンソウなどが脅威の大きな種とされた．し

かしこれらの種の多くは，歴史的に古くから維持されてきた二次草原（植物社会学におけるススキクラス）に生

育する種ではなく，むしろ人為的な攪乱の直後に比較的富栄養な立地で優占する 1年草群集や，ヨモギクラスな

どの多年生路傍植生などに生育する植物である（宮脇ほか 1986 など）．伝統的な二次草原と攪乱直後に成立する

草本群集を回答者が区別していなかった可能性もあるが，このカテゴリーとは別に里草地を新たに重要なハビタ

ットとして提案する回答もあったため，タコノアシなど異質な種を含んだアンケートの文面の記述が不適切だっ

たために，対象とするハビタットが誤解されたと考えられる．結果として，保全の必要な歴史的二次草地に対す

る外来生物の影響評価は，今回のアンケートではできなかった． 

 なおシバが優占する草地ではセンチビードグラスやメリケンカルカヤが優占してシバが駆逐されるとの情報

があった（下田 私信）． 

 

表 6．里山の二次草原において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が

1.0 になるように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 

アレチウリ A 0.234 47 

セイタカアワダチソウ B 0.233 54 

オオブタクサ B 0.228 48 

オオハンゴンソウ A 0.225 40 

オニウシノケグサ B 0.211 43 



資料３－４－⑤ 

7 
 

メリケンカルカヤ B 0.202 45 

オオキンケイギク A 0.195 40 

ナルトサワギク A 0.194 18 

アラゲハンゴンソウ 0.194 27 

セイバンモロコシ 0.193 32 

エゾノギシギシ B 0.190 43 

ハルガヤ 0.188 40 

キショウブ B 0.186 38 

カモガヤ B 0.186 42 

オオアワガエリ B 0.181 38 

ヒメジョオン B 0.180 51 

シロツメクサ 0.180 47 

セイヨウタンポポ B 0.176 45 

アメリカオニアザミ B 0.176 26 

セイヨウカラシナ 0.176 28 

アレチマツヨイグサ 0.175 46 

ツルニチニチソウ 0.174 27 

ハルジオン B 0.168 45 

ナンキンハゼ 0.168 23 

セイヨウヒキヨモギ 0.167 7 

フランスギク 0.165 33 

ヘラオオバコ B 0.161 44 

ルピナス 0.151 28 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： センチピートグラス 3, ヒサウチソウ 2, オオアワダチソウ B 2, ハ

ルザキヤマガラシ B 1, ヒゲナガスズメノチャヒキ 1, ニセアカシア B 1, ニワウルシ 1, 外来ヨモギ 1, イタ

チハギ B 2, シナダレスズメガヤ B 1, 外来 Ipomoea spp.B 1, ナピアグラス 1, メマツヨイグサ B 1, ヨウシュ

ヤマゴボウ 1, ブタクサB 1, キクイモB 1, ノラニンジン 1, ムラサキツメクサ 1, ムラサキウマゴヤシ 1, ユ

ウゼンギク 1, ベニバナボロギク 1, コウリンタンポポ 1, ブタナ B 1, セイヨウオオマルハナバチ*A 1  

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．５ 貧栄養湿地 

 食虫植物やサギソウなどの希少種が生育する貧栄養湿地では，メリケンカルカヤが重要な脅威として認識され

ていた．回答者数は 74名中の 10 名と少なかったが，湿地以外の背の低い草地にも生育して分布をひろげるが貧

栄養地にも侵入するために，今後は多様性保全の観点から重要な外来植物になると思われる．外来ミミカキグサ

類や外来モウセンゴケ類などの園芸種も中程度の脅威と評価されたが，食虫植物の特殊なハビタット要求性を熟

知した山草マニアが意図的に植栽していると思われ，人為的な植え出しがマニアの間に流行した場合には重大な

脅威となりうる． 
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表 7．貧栄養湿地において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が 1.0

になるように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 

メリケンカルカヤ B 0.534 10 

外来ミミカキグサ類 0.529 8 

外来モウセンゴケ類 0.504 21 

キバナノマツバニンジン 0.426 14 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： キシュウスズメノヒエ B 1 

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．６ 砂浜海岸 

 砂浜海岸にはハマヒルガオやコウボウムギなど他のハビタットにはあまり生育しない植物が存在するため，地

域の生物多様性にとっては重要である．回答者は少ないが，匍匐茎により亜熱帯の砂浜を覆い尽くしてしまうア

メリカハマグルマが最も重要な脅威であるとの集計結果が得られた．これよりかなり重要度が下がるが，これに

続くものとしてはコマツヨイグサ，外来ハマアカザ類，オニハマダイコン，ヒゲナガスズメノチャヒキ，ヒメス

イバなど，通常はそれほど優占することはないが砂浜海岸で安定して個体群を維持している外来植物があげられ

た． 

 

表 8．砂浜海岸において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が 1.0 に

なるように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 

アメリカハマグルマ（ウェーデリア）

B 

0.428 5 

コマツヨイグサ B 0.347 31 

外来ハマアカザ類 0.326 5 

オニハマダイコン 0.315 7 

ヒゲナガスズメノチャヒキ 0.313 5 

ヒメスイバ 0.309 24 

コバンソウ 0.286 20 

マツヨイグサ 0.286 27 

ムギクサ 0.281 18 

アツバキミガヨラン 0.232 5 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： ナルトサワギク A 4, ナピアグラス 3, ニアセアカシア B 2, イタチ

ハギ B 2, メリケンカルカヤ B 1, オオオナモミ B 1, マンテマ 1, 外来 Chenopodium 1, 外来 Phaseolus spp. 1, 

メマツヨイグサ B 1, オオフタバムグラ B 1, ツボミオオバコ 1, ヒメムカシヨモギ B 1, ケナシヒメムカシヨモ

ギ 1, アワユキセンダングサ（Bidens pilosa complex）B 1, ヌカススキ類(Aira spp.) 1, ネズミムギ・ボウ

ムギ類(Lolium spp.)B 1, セイヨウオオマルハナバチ*A 1 
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記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．７ 高山植生 

 高山植生は日本の生物多様性にとって極めて重要なハビタットであるが，人間活動が活発でないためもあり，

外来生物の影響はいまのところ顕著ではないため，ハビタットに対する対策の重要度は低いとされている．その

中で未だ高山帯では優占していないが，盗蜜や在来訪花昆虫との競合が危惧されるセイヨウオオマルハナバチ

（Matsuura 2004; 須賀 2006; Dohzono et al. 2008）が最も重要な脅威として認識されていた．次に重要とさ

れる野生化コマクサは，高山荒原への観光目的の意図的な植栽種である．  

 

表 9．高山植生において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が 1.0 に

なるように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 

セイヨウオオマルハナバチ*A 0.554 16 

野生化コマクサ 0.498 22 

オオハンゴンソウ A 0.474 20 

セイヨウタンポポ B 0.469 23 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： オオアワガエリ B 1, ナガバグサ 1, フランスギク 1 

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．８ 塩性湿地 

 ウラギク，アッケシソウ，シチメンソウ，ハマサジなどが生育する塩性湿地は，現在のところは重大な脅威と

なる外来生物が存在しないが，世界的にはスパルティナ属の植物が優占することで干潟などの生態系が密生する

湿性草原に変わってしまうことが生態学の教科書などでよく知られている．このスパルティナ属の植物は中国で

はすでに緑化用として導入されている．今回の調査では，日本には未導入のスパルティナ属が重要な脅威とされ

た．ホウキギクは安定して出現するが優占度はそれほど高くない． 

 

表１０．塩性湿地において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が 1.0

になるように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 

スパルティナ属 A 0.647 10 

ホウキギク 0.590 15 

ホコガタアカザ 0.484 7 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： ウシオハナツメクサ 1 

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．９ 雑木林・都市林 

 雑木林や都市林には，キンランやエビネなど乱獲対象となるもの以外の稀少植物はそれほど多く生育しない．
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むしろ地域の景観要素としての重要度が高いと思われる．ここではモウソウチクが最も重要な脅威として多くの

専門家に認識されていた．これに続くものはトウネズミモチ，タイワンリス，ニワウルシ，シュロ類，ナンキン

ハゼであり，中程度の樹高を持つ外来樹木と樹上性の哺乳類であった． 

 

表１１．雑木林・都市林において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和

が 1.0 になるように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 

モウソウチク 0.418 47 

トウネズミモチ B 0.334 34 

タイワンリス*A 0.332 11 

ニワウルシ 0.327 13 

シュロ類 0.322 38 

ナンキンハゼ 0.319 10 

オオバヤシャブシ 0.300 25 

ノハカタカラクサ（トラデスカンチ

ア）B 

0.284 23 

ヒイラギナンテン 0.247 11 

キウイフルーツ 0.242 7 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： ニセアカシア B 3, ガビチョウ*A 1, ソウシチョウ*A 1 

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．１０ 極相林 

 極相林は日本の自然の中では重要なハビタットであるが，これまで外来生物の侵入は顕著でなく，対策の必要

性はそれほど高くないと評価された．ただし回答者は少ないが，タイワンリスやキョンなどの外来哺乳類が重要

な脅威として認識されていた．タイワンリスは特定の樹種の樹皮をはぎ枝枯れをおこして森林の種組成を変えて

しまうほか，ヤブツバキなどの未熟種子を食害する（小池 個人観察）．森林性で小形のシカであるキョンは常

緑広葉樹の葉や堅果を採食し，同所においてスゲ類などの単子葉草本を多く採食するニホンジカと採食特性が異

なるため（浅田 2009），ニホンジカよりも極相林への影響が大きくなる可能性がある． 

 今回のアンケートで回答数が多く定量評価された外来生物はすべて人間活動が活発な暖温帯の照葉樹林に分

布可能な生物であった．キョンの現在の分布は房総半島と島嶼に限られており，海や市街地や耕地によって本州

や九州，四国などの主要な森林地帯から分断されているため，人為的な持ち運びがなければ本州全体などに分布

拡大する可能性は比較的低いと考えられる．しかしタイワンリスは主要な森林地帯と連続した森林にも野生化し

ており，将来は本州や九州などの照葉樹林の全域に分布拡大して重大な脅威となると考えられる． 

 

表 12．極相林において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が 1.0 にな

るように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 
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タイワンリス*A 0.473 8 

キョン*A 0.430 6 

トウネズミモチ B 0.401 21 

シュロ類 0.395 25 

ノハカタカラクサ（トラデスカンチ

ア）B 

0.381 21 

コンテリクラマゴケ 0.360 6 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： シラユキゲシ 2, キオビエダシャク 1, シュウカイドウ 1 

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．１１ 低地の岩場 

 林冠下の低地の岩場はイワギボウシやイワタバコなどの生育場所となるほか，石灰岩地には特有の植物も生育

する．ここではホウライシダが最も大きな脅威として評価された．ホウライシダは都市の駅のホームでしばしば

見られるが，イワギボウシのハビタットなど林冠下の岩場に密生することもあり（小池 個人観察），現在も分

布拡大中であると思われる． 

 

表１３．低地の岩場において脅威を与える外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が 1.0

になるように相対値化している． 

外来生物 ハビタットへの 

脅威の大きさ 

評価を記入した 

回答者数（74名中） 

ホウライシダ 0.538 11 

ツルマンネングサ 0.514 5 

野生化ナンテン 0.477 13 

野生化ビワ 0.467 13 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： コゴメミズ 4, シュウカイドウ 4, ハゼラン 1, セイヨウキヅタ 1 

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

３．１．２．１２ 海岸の岩場 

 海岸の岩場はアサツキやスカシユリなどの在来植物のハビタットであるが，これまでのところ外来生物の影響

は顕著でない．ただし愛知県においてニラが侵入しているとの回答が 1件寄せられた（藤井 私信）． 

 

３．２ 在来植物を種ごとに保護するアプローチ 

 ノダイオウ，マダイオウに対する外来ギシギシ類の交雑や，ヤクタネゴヨウへのマツノザイセンチュウの寄生，

オガサワラグワに対するシマグワの交雑が重要な脅威であると認識されていた． カワジシャに対する外来オオ

カワジシャの交雑や，コマツナギ，ヤマハギ，メドハギとの外国産同種植物の交雑による遺伝子頻度の変化，在

来タンポポへの外来タンポポの遺伝子浸透などは中程度の脅威であると評価されていた． 

 外来生物の影響の大きさを，対応する在来植物とは切り離して解析したが，結果はおおむね在来植物の重要度

に対応したものであった．シマグワ，マツノザイセンチュウ，外国産ギシギシ類が最も重要なグループで，外国

産メドハギ，外国産コマツナギ，外国産ヤマハギ，外来タンポポなどがそれに続くものであった（表１５）． 
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表１４．特定の外来種に対応する保護が必要な在来植物（寄生，交雑）．値の大きなものの重要性が高い．重要

性の値は二乗和が 1.0 になるように相対値化している． 

保全すべき在来植物 在来種への 

脅威の大きさ 

在来種の 

重要度の 

回答者数 

（74名中） 

脅威を与える外来種 

（種名，脅威のタイプ，重要度，

回答者数） 

ノダイオウ（国 NT；絶滅危惧 I類 群馬，

ほか）， マダイオウ（絶滅危惧 I類 大阪・

岡山・鹿児島，ほか） 

0.342 9 外国産ギシギシ類B，交雑0.316，

10 名 

ヤクタネゴヨウ（国 絶滅危惧 IB類）， ア

カマツ， クロマツなどのマツ属 

0.337 30 マツノザイセンチュウ*，寄生

0.320，32 名 

オガサワラグワ（国 絶滅危惧 IB類） 0.335 23 シマグワ，交雑 0.322，24 名 

カワジシャ（国 NT；絶滅危惧 IA 類 山形，

ほか） 

0.297 23 オオカワジシャ A，交雑 0.269，

24 名 

コマツナギ（絶滅危惧 II類 山形，ほか） 
0.284 10 外国産コマツナギ，交雑 0.298，

11 名 

ヤマハギ（分布重要種 鹿児島） 
0.283 27 外国産ヤマハギ，交雑 0.295，24

名 

メドハギ 
0.280 10 外国産メドハギ，交雑 0.299，9

名 

在来タンポポ（絶滅危惧 IA 類 高知・熊本，

ほか） 

0.278 43 外来タンポポ B，交雑 0.289，42

名 

ヨモギ（分布重要種 鹿児島） 
0.264 28 外国産ヨモギ，交雑 0.279，25

名 

在来キク属（国 NT，ほか） 0.258 8 栽培キク，交雑 0.255，10 名 

ススキ 
0.247 20 外国産ススキ，交雑 0.252，18

名 

チガヤ 0.235 8 外国産チガヤ，交雑 0.257，8 名 

回答が少なかった保全すべき在来生物（保全状況，脅威となる外来生物）と回答者数 ： 野生イヌマキ（準絶

滅危惧 奈良・福井，キオビエダシャク*寄生） 4； 野生ソテツ（分布重要種 鹿児島，クロマダラソテツシジ

ミ*寄生） 4； ハナシノブ（国 絶滅危惧 IA 類，セイヨウハナシノブ交雑） 2； アゼナ 1； タカサブロウ（絶

滅危惧 II 類 秋田，アメリカタカサブロウ交雑） 1； ハクサンオオバコ（絶滅危惧 IB 類 秋田，低地産オオ

バコ交雑） 1； ヤマザクラ（分布重要種 鹿児島，ソメイヨシノ交雑） 1； マメザクラ（一般保護生物 千葉，

ソメイヨシノ交雑） 1； リシリヒナゲシ（国 絶滅危惧 IIB 類，チシマヒナゲシ交雑） 1 

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

表 15．寄生・交雑などを通して脅威となる外来生物．値の大きなものの重要性が高い．重要性の値は二乗和が

1.0 になるように相対値化している． 
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外来生物 脅威の大きさ 評価を記入した 

回答者数（74名中） 

シマグワ 0.322 24 

マツノザイセンチュウ* 0.320 32 

外国産ギシギシ類 B 0.315 11 

外国産メドハギ 0.299 9 

外国産コマツナギ 0.298 11 

外国産ヤマハギ 0.295 24 

外来タンポポ B 0.290 42 

外国産ヨモギ 0.279 25 

オオカワジシャ A 0.269 24 

外国産チガヤ 0.257 8 

栽培キク 0.255 10 

外国産ススキ 0.252 18 

回答が少なかった外来生物（回答者数）： キオビエダシャク* 2, クロマダラソテツシジミ* 2, アメリカタカ

サブロウ 1, 低地産オオバコ 1, ソメイヨシノ 1, チシマヒナゲシ 1, セイヨウハナシノブ 1 

記号： *動物，A特定外来生物，B要注意外来生物 

 

４． まとめと今後の展望 

 最も外来生物対策が必要なハビタットは海洋島の植生と水生植物群集であり，これに河原・崩壊地の貧栄養砂

礫地，里山の二次草原，貧栄養湿地，砂浜海岸などが続く．今回のアンケート結果はおおむね妥当なものと考え

られる． 

 各ハビタットにとって脅威となる重要な外来生物も，おおむね妥当なものと考えられる．ただし里山の二次草

地についてはアンケート文の検討が不十分であったために，回答者が対象とするハビタットを特定できなかった

可能性がある． 

 今回の調査で特筆すべき点としては，極相林や雑木林・都市林，海洋島においてタイワンリスやキョン，クマ

ネズミ，ノヤギなどの外来哺乳類の影響の重要性が認識されはじめて来たことがある．また食虫植物や高山植物

などの外来山野草の意図的植栽が問題になりつつある． 

 主観によるアンケート調査の限界として，フィールドでの経験の有無や被害情報の広報の有無など，回答者の

もつ情報によって結果が影響された可能性がある．侵入初期で分布が狭い外来生物は，影響が大きくても状況を

見た経験のある専門家が少ないため正しく判定できない可能性がある．逆に教科書に掲載されている例や，学会

などの研究発表で頻繁に取り上げられるケースの重要度は過大評価される可能性がある．ただし，今回のアンケ

ート調査では最低 5名の回答があれば侵入初期のものでも重要度が高く評価される解析手法を採用したため，こ

のような弊害はかなり軽減されていると考えられる． 

 回答者数が少ない種の中には，(a)実際に影響が少ない種，(b)ハビタットなどを誤解した誤記入のケース，(c)

重要な脅威となる種だが皆に知られていない種，が混在していると考えられる．回答が少なかった外来生物の中

には，これから重要な脅威となる種が含まれている可能性があるため，今回のアンケート結果を公表し，回答が

少なかった外来生物が深刻な脅威になっている状況について，現地視察などで専門家どうしが情報共有する取り

組みが望まれる． 
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 2010 年の時点での特定外来生物や要注意外来生物の指定状況との対応では，外来生物の脅威が最も顕著な海洋

島において，最も重要な外来生物の多くが指定されていなかったため，何らかの改善が必要である．そのほかに

各ハビタットで重要な外来生物とされながら指定されて来なかったものには外来食虫植物（貧栄養湿地），外来

ハマアカザ類，オニハマダイコン，ヒゲナガスズメノチャヒキ，ヒメスイバ（砂浜海岸），野生化コマクサ（高

山植生），モウソウチク（雑木林・都市林），ホウライシダ（低地の岩場）などがある．家畜であるケース（ノヤ

ギ）や，外来生物法では概ね明治元年以降に国境を越えて我が国に導入されたと考えられる生物を対象としてい

るため，分布域・導入年代の観点からカテゴリー外とされたもの（小笠原のアカギ，シマグワ，クマネズミのほ

か，野生化コマクサ，ホウラウイシダ，モウソウチクなど），状況があまり知られていなかったと想像されるケ

ース（外来食虫植物），重要度が比較的低く見積もられて来たか，あるいは既に分布が飽和していて指定されな

かったケース（モクマオウ，外来ハマアカザ類，オニハマダイコン，ヒゲナガスズメノチャヒキ，ヒメスイバな

ど）などが考えられる． 

 今回のアンケート調査では外来生物の脅威の大きさを評価することができた．特定外来生物や要注意外来生物

に指定するなど外来生物対策に利用するのであれば，今回のアンケート結果をもとにして，外来生物の地理的な

分布拡大状況なども合わせて吟味し，対策の実効性や費用対効果を考慮することで，対象とするべき種とハビタ

ットや，対策の方針（分布拡大阻止か，ハビタットのミチゲーションか）を絞り込むことが可能である．  
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外来種被害防止行動計画及び侵略的外来種リストに関する意見 

  
                   平成２５年１０月１日 

全国ブラックバス防除市民ネットワーク 
 
全国ブラックバス防除市民ネットワーク(ノーバスネット)は、環境省・農水省・国交省が

協力して外来種被害防止行動計画の策定に取り組んでいることに敬意を表するするととも

に、当該行動計画中に「侵略的外来生物は（中略）自然環境にいるべきではない存在」（P5、
L24～28）と明記した点を高く評価します。 
私たちノーバスネットは、外来生物法が施行された 2005 年に発足してから、一貫して、

各地でブラックバス・ブルーギル等の外来魚の駆除、密放流防止、調査研究、外来魚に関

する普及啓発などの外来魚防除活動に取り組んできました。これらの活動は、コインの裏

と表のように、在来魚を保全する活動でもあります。 
ブラックバス、ブルーギルのように既に我が国の自然界に侵入して分布を拡大している

侵略的外来種については、外来種被害予防三原則のうち特に「拡げない」ことが重要です

が、さらに「駆除する」ことが被害防止の上で不可欠です。現在の日本の内水面では、駆

除活動が実施されなければ、在来魚の保全ができない状況にあります。そのため、外来種

被害防止行動計画では、より積極的に駆除について記述するべきと考えます。 
また、駆除活動はじめ外来種防除の現場での活動は、地方自治体に負うところが大きい

にも関わらず、現在の外来生物法では地方自治体の責務が明確ではありません。また、都

道府県と市町村の役割が不分明であるため、外来種防除の現場では両者がお互いに手控え

てしまい、対策に取り組んでいない状況が見られます。そのため、外来種被害防止行動計

画においては、都道府県と市町村の役割をそれぞれ明確にするべきと考えます。 
このような観点から、下記のとおり具体的に意見を述べます。 
 

記  
 

【外来種被害防止行動計画についての意見】 
第１章 基本認識及び目標 
第１節 外来種問題の基本認識 
P7 L2～L10 「防除」という用語の使用の仕方があいまいである。「防除」よりも「駆除」

の方が適切な箇所があるので、表記を吟味すべきである。 
（理由）特定外来生物被害防止基本方針では、防除は、「捕獲、採取又は殺処分」及びその

他の「被害防止措置」の実施とされている。行動計画において駆除は極めて重要な活動に
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なるので、駆除が主要な活動として必要な場合には、その他の被害防止措置（密放流防止、

調査研究、普及啓発等）を含む「防除」ではなく、「駆除」と明確に表記するべきと考える。 
 
第２章 基本的な考え方及び行動指針 
第１節 社会において外来種対策を主流化するための基本的な考え方 
１．外来種対策の理解と協力を得るための普及啓発と教育の推進 
P19 L31～L32 外来動物の殺処分と動物愛護の関係についてどう伝えるか、コラムにおい

て具体的に提示すべきである。 
（理由）捕獲した外来動物の殺処分と動物愛護の関係についての説明は、実際に駆除活動

を実施する場合のネックになっており、外来種対策を主流化するためには、国としての考

え方を明確にすべきと考える。 
 
２．優先度を踏まえた外来種対策の推進 
P25 L17～L19 被害の深刻度を判断する観点の１つである「保全対象地域の重要性」に関

して、国指定の保護地域が評価対象とされている点は、再検討すべきである。 
（理由）法律等に基づく保護地域の指定については、生息地の重要性を反映しているもの

では必ずしもないので、外来種対策の優先度を判断する指標としてふさわしくない。保全

対象地域の重要性の判断は、守ろうとする生物の生息状況に応じて行われるべきと考える 
重要地域、重要湿地等を評価対象としたら如何か？（P55 L17～L26の意見参照のこと） 
また、国における対策の優先度評価の尺度としても、例示された保護地域には河川・湖沼

がほとんど含まれていないので、極めて不適切と考える。 
 
３．侵略的外来種の導入の防止（予防） 
P27 L33 特定外来生物であるオオクチバスの放流を山梨・神奈川両県の４湖沼で特例とし

て認めていることに関して、その経緯及び現状を記述すべきである。 
（理由）『外来種被害予防三原則の中でも「入れない」ことが最も効果的、効率的な対策で

あり、（侵略的外来種の）利用を控えることが極めて重要』（P28 L26～L27）としているが、

山梨・神奈川両県の４湖沼へのオオクチバス放流ばかりか台湾からの輸入さえも国は容認

しており、この現状を記述しないことは「外来種対策の主流化」に逆行することであり、

国の姿勢が問われる問題である。国は、国民に現状を正しく伝え、この問題の早期解決を

目指すべきと考える。 
 
P29 L20～L24 「広げない」→「拡げない」  
また、拡げない対策の一つとして、早期駆除についても記述すべきである。 
P31 L32、L33 「早期防除」→「早期駆除」 
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４．効果的、効率的な防除の推進 
P32 L30～P35 L13 「防除」よりも「駆除」の方が適切な箇所があるので、表記を吟味す

べきである。 
（理由）この項は、密放流防止、調査研究、普及啓発などの被害防止措置の記述よりも駆

除の必要性についての記述が多いと思われる。駆除が必要な場合に「防除」と表現される

ことにより対策が間違う可能性があるので、「防除」と「駆除」の使い分けを再検討すべき

と考える。 
 
P35 L1～L13 各主体の連携に関し、それぞれの役割分担の基本方針を示すべきである。 
（理由）さまざまな主体が連携して防除を実施する場合、それぞれの役割分担が決まらな

いと連携は実際には動かない。特に、都道府県と市町村の関係については話し合いが難航

することが予想されるため、本行動計画において明示すべきと考える。 
 
第２節 各主体の役割と行動指針 
１．国 
P42 L4～L6 関係省庁の連携の確保については、具体例を挙げて記述すべきである。 
（理由）従来、「連携」を唱えながら実行が遅れていたので、行動計画では具体的に連携の

事例を挙げて記述する必要があると考える。 
 
２．地方自治体（都道府県及び市町村） 
P42 L8～L28 都道府県と市町村の役割を分けて記述すべきである。 
また、多様な主体の連携について、具体例を記述すべきである。 
（理由）都道府県と市町村の役割分担については話し合いが難航することが予想されるた

め、本行動計画において区別して明示すべきと考える。また、さまざまな主体が連携して

防除を実施する場合、どのような連携がありうるのか現場では分からないことが多く、特

に地方自治体に対して例示を示せると有効と考える。 
 
第３章 国による具体的な行動 
第１節 外来種対策の理解と協力を得るための普及啓発と教育の推進 
P45 L23～L27 市町村の担当者向けの普及啓発について、重点を置いて記述すべきである。

（理由）今後、外来種防除を現場近くで具体的に担うことになるのは、市町村であると思

われる。しかしながら現状では、市町村の担当者には外来種対策が市町村の役割と認識さ

れていないので、外来種対策の基本から普及啓発をする必要があると考える。 
 
第３節 侵略的外来種の導入の防止（予防） 
P49 L4～L29 具体的行動の「入れない」において、特定外来生物のオオクチバスの台湾
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からの輸入を認めている特例の廃止について言及すべきである。また、特例としてオオク

チバスの放流を認めている山梨・神奈川４湖に関しても、今後の改善の方向について記述

すべきである。 
（理由）『外来種被害予防三原則の中でも「入れない」ことが最も効果的、効率的な対策で

あり、（侵略的外来種の）利用を控えることが極めて重要』（P28 L26～L27）としているが、

山梨・神奈川両県の４湖沼へのオオクチバス放流ばかりか台湾からの輸入さえも国は容認

しており、この状況の早期改善は「外来種対策の主流化」にとって重要な課題と考える。 
 
P49 L31～L36 ペット業者の販売責任についても対策を記述すべきである。 
（理由）「捨てない」対策として、飼い主等の責務、ペット業者による販売時の説明義務

（P29 L11～L12）だけでは不十分である。飼いきれなくなった巨大魚が次々と放流される 

現状を改めるには、ペット業者への販売責任を負わせ、マイクロチップの装着義務など遺

棄される動物の追跡が可能となる対策を実施すべきと考える。「売りっ放し」や「売った

者勝ち」を許すべきではありません。 

 
第４節 効果的、効率的な防除の推進 
P53 L16 保全対象地域の重要性を（保護地域×希少種）で判断することは、再検討すべき

である。 
（理由）前述（P25 L17～L19） 
 
P55 L17～L26 琵琶湖、伊豆沼・内沼、藺牟田池等の例示については再検討すべきである。

（理由）生物多様性保全上特に対策を優先すべき地域として陸水生態系で挙げられている

琵琶湖、伊豆沼・内沼、藺牟田池等については、保護地域なので環境省としての対策の優

先度が高いという趣旨かと思うが、これ以外の地域で環境省として実施すべき対策を見落

としていると考える。その理由は、次に述べる。 
また、農水省、国交省における対策優先地域があると考える。 
 ※そもそも生物多様性を保全するための外来種対策であることを考えると、なぜこれら

の水域のみが優先すべきで主要なのか理解できない。 

 少なくともこれらの水域のみを例示するのは次の理由から問題があると思われる。 

i) 生物多様性が失われるリスクが増大している水域を優先すべきと考える。 

  たとえば、 

・絶滅危惧種個体群の絶滅リスクが増大している水域 

・多様性に富む生態系が崩壊するリスクが増大している水域 

・生物学上重要な個体群の絶滅リスクが増大している水域 

ii) 国指定の保護水域（国立公園やラムサール条約登録指定湿地）以外で現実的な防除

モデルを構築する必要があると考える。   
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・防除を効果的に広範囲に展開するためには、一般の水域における防除モデルが最も

重要である。 

・一般的な水域とは、池（ため池、公園池）、河川、ダム湖です。湖や沼はすでにこ

れまでのモデル事業で取り組まれており、一般水域へステップアップすべきと考え

る。 

 

【侵略的外来種リストに関連する意見】 

侵略的外来種リストの作成については大変結構ですが、外来種の輸入に関しては、ホワ

イトリスト方式にすべきだと考える。 

その理由は次のとおり。 

①今やインターネットで世界中の生き物を見ることができ、また輸入することができる。

その結果、たとえば琵琶湖では毎年のように新しい外来魚が見つかっている。幸い定着

した新たな外来魚はまだ僅かだが、この分ではいつ第二第三のバス・ギルが現れても不

思議ではない状況にある。 

②一部の愛好家や業者に配慮した挙げ句、駆除に多額の税金が注ぎ込まれることになった

これまでの特定外来生物の成り行きに学ぶべきである。 

③行動計画の P28 L31～L34に外来種の輸入に関して「外来種を利用する各主体による慎重

な評価・判断が期待されます」とあるが、これは監督官庁が予め指導すべき問題である。

しかしながら現実的ではないので、その点からも輸入の規制に関してはホワイトリスト

にすべきと考える。 

④行動計画の P49 L7～L8に「輸入や飼育等の法規制が必要なものについて追加的に・・指

定」とあるが、法規制が必要となる状況とはその時点で既に相当な被害が出ている状況

なのであり、これでは後追い対策に過ぎず、外来種被害予防三原則（P6 L19）と大きく

矛盾すると考える。 

                                    以上 
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平成 25年 10 月 1 日 

外来種被害防止行動計画・侵略的外来種リストに関する意見 

 

認定ＮＰＯ法人 生態工房 

 

 

 私たち生態工房は地域の身近な生物多様性を保全･回復させるため､東京都内を中心

とした地域で地方自治体やＮＰＯ､国民と連携しながら外来種の駆除や外来種問題の普

及啓発活動を実践しています｡活動地域のほとんどでは人間活動によって生物多様性が

喪失または低下しており､かつては普通種だった在来種の多くが絶滅の危機に瀕してい

ます｡当会では､活動地域において外来種被害予防三原則「入れない、捨てない、拡げな

い」の取り組みを同時進行させ､効果的な外来種対策に努めています。 

 こうした防除の実践経験に基づき､下記のとおり意見を述べます｡ 

 

 

■外来種被害防止行動計画（仮称）に関する意見 

 

1） 地域の視点と総合的外来種対策の導入 

   【対象箇所：第 2章第 2節 5（p.43:19-25 行）】 

 

国レベルでの効率的な防除の実施という観点では、外来種を優先順位付け､そ

れらの種ごとに有効な対策を行うことは重要である｡しかし､地域で活動するＮＰ

Ｏや国民レベルの目標は活動地域の生物多様性を保全することであり、その外来種

対策は優先順位に係わらず活動地域で見られる複数の外来種を対象としたり､さら

に地域の人々への普及啓発等を同時進行しなければならない場合が多くある。 

すなわち､ＮＰＯ等による外来種対策を進めるに当たっては、種に主眼を置い

た戦略的防除を説くよりも、地域に立脚した総合的外来種対策の視点を打ち出すこ

とが、主流化の推進につながると思われる。 

 

 

2） ミシシッピアカミミガメの規制強化検討について 

   【対象箇所：第 2章第 1節 3（１）②（p.28:35-36 行、p.29:1-2 行）、第 3章第

3節 1（２）（p.49:9-11 行、p.50:3-5 行）】 
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「大量に飼養され、特定外来生物に指定すると飼い主が野外に放つこと等が懸念さ

れるミシシッピアカミミガメ等の侵略的外来種については、＜中略＞段階的な規制

を行うこと等を検討することが必要です。」 

「大量に飼養されている侵略的外来種であるミシシッピアカミミガメ等について、

＜中略＞段階的な法規制の導入を行うこと等を検討します。（環境省）」 

 

 上記の内容について強く賛成する。今後の課題であるが、法規制の前に野外に大

量に捨てられないための対策として、野外への放出防止の呼びかけや､飼育し続け

る場合の手続きについて､ＮＰＯ､動物園､ペットショップ等のさまざまなチャンネ

ルを通じて十分に広報する必要がある｡また､飼育の中止を希望する飼養者からア

カミミガメを回収して処分（または終生飼養）する体制の検討が必要になると思わ

れる。この対策には国が地方自治体と連携して取り組んでいくことを期待する。回

収の窓口は地方環境事務所、市区町村、都道府県の動物愛護センターなどの活用を

検討して頂きたい。 

また、法規制によってアカミミガメの代替種が輸入され、再びペットとして大

量に流通する可能性が考えられる。その場合は侵略的外来種リスト（仮称）から代

替種の定着リスクや侵略性に鑑み、迅速に代替種の規制を検討する等､弾力的かつ

包括的な対策が必要であると考える。 

 

 

3） 窓口機関等との連携強化【対象箇所：第 2章第 2節 2（p.42:24-28 行）】 

 

国民がオオクチバスやブルーギルの違法放流を目撃したり、野外でカミツキガ

メを確保した場合、地方環境事務所または都道府県へ迅速に通報することは稀で、

多くの場合、警察署、保健所、河川管理事務所、公園管理所など身近な機関に連絡

している。国民の窓口となるこれらの機関が外来種対策において果たす役割は重要

であり、地方自治体の外来種担当部署とこれらの機関との連携強化、特に通報ルー

トや個体の受入体制の整備について記載すべきと考える。 

また、これらの窓口となる機関は日頃から民間団体等と十分な協力関係を築い

ておき､外来種対策について適切で迅速な対応をできるように努めることが重要で

ある。 

 

 

4） 防除活動の制限となる制度の改善【対象箇所：第 2章 2節 2（p.42:24-28 行）】 

 

水生動物の駆除を行う場合には、都道府県内水面漁業調整規則の特別採捕許可
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が必要になることが多い。しかし、この規則では特別採捕の目的を試験研究､教育

実習､増殖等に限定していて､「防除」を目的とした特別採捕が認められていない。

そのため、防除を試験研究を目的とした活動に書き換えて申請している民間団体が

多い。さらに､申請者が公的機関でなければならないという地方自治体もある。国

民や民間団体による防除活動を促進するために、制限要因となっている法制度の見

直し・再整備を地方自治体が進めることを明記すべきと考える。 

 

 

5） ペット業者の役割の追加【対象箇所：第 2章 2節 3（p.42:30 行～p.43:9 行）】 

 

この項目には p.20:7-8 行および p.29:11-12 行の「ペット業者による販売時の

適正な飼養や保管のために必要な事項の説明義務」に関する記述を加えるべきであ

る。 

 

 

6） 目標設定に関する疑問【対象箇所：第 1章第 4節③（p.16:20-32 行）】 

 

【現状】として挙げた課題の解決と【目標（2020 年）】がどのように結びつく

のかがわかりにくい。例えば、p.16:22 行で【現状】課題が「外来種が適切に管理

されておらず」とするのであれば、同頁 24 行【目標（2020 年）】「意図的な外来

種の導入経路を特定し、うち○○％を適正管理する」といった目標にするべきでは

ないか。続けて、同頁 27 行【現状】「有効な対策がとれているか評価することが

できていない」とするのであれば、同頁 30 行【目標】「非意図的な外来種の導入

経路を特定し、各種に対して有効な対策がとれているかを評価する。そのうえで、

特定外来生物の定着経路を管理するための対策を優先度の高いもの（上位○％）か

ら実施する。」といった目標にするべきではないか。 

 

 

7） ＮＰＯ等による外来種対策を加速させる仕組みづくり（防除講習会）【対象箇

所：第 3章第 4節(4)（p.63:6-27 行）】 

 

防除に携わっていなかったＮＰＯ等が､従来から取り組んでいる活動に加えて

新たに防除を始める（関連記述 p.43: 23-25 行）ためには､防除の技術をもった人

材が必要になる｡現場での駆除等の活動の担い手を増やして外来種対策を促進する

には、防除テキストの発行や､防除技術講習会の開催が有効だと考えられる｡防除技

術講習会は､モニタリングサイト１０００における里地調査講習会の枠組みが参考
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になると思われる。このような講習会を地方環境事務所単位で開催してはどうか。

また、こうした人材育成の取り組みは、国だけでなく、地方自治体においても推進

されることが望まれる。 

 

以上 

 

■本資料に関する問い合わせ■ 

認定ＮＰＯ法人 生態工房 （担当：片岡･佐藤） 

〒167-0054 杉並区松庵 3-38-14 尾崎ダイヤビル 2D 

Tel&Fax:03-3331-5004,   E-mail: info@eco-works.gr.jp 

 


